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ド
イ
ツ
に
お
け
る
妊
娠
中
絶
法
の
改
革

ー

l
国
際
的
比
較
法
的
観
点
に
お
い
て
|
|

ア
ル
ピ
ン

ム、
7 

井

新
た
な
妊
娠
中
絶
法
の
検
討

妊
娠
中
絶
法
の
改
革
は
世
界
的
な
動
向
で
あ
る
が
、

コ二

ザ、

猛

芳音

訳

ド
イ
ツ
で
は
特
に
熱
心
に
改
革
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
理
由
は
、

一
九
九

O
年
の

統
一
以
前
に
は
、
二
つ
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
妊
娠
中
絶
法
が
全
く
相
反
す
る
規
制
を
し
て
い
た
点
に
、

あ
る
程
度
求
め
ら
れ
る
一
ド
イ
ツ
連

邦
共
和
国
は
、

い
わ
ゆ
る

H

適
応
モ
デ
ル
ヘ
英
米
の
用
語
で
い
う

dgi--同
市
ョ
の
立
場
を
採
っ
て
い
た
一
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
は
、

し、

わ
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i寅

(
1
)
 

ゆ
る
H

期
限
モ
デ
ル
ヘ
左
官
。
円

Z
F
2
3
に
よ
り
近
い
立
場
を
採
っ
て
い
た
。

講

二
つ
の
ド
イ
ツ
政
府
は
一
方
の
モ
デ
ル
で
同
意
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
妊
娠
中
絶
問
題
の
検
討
は
、
脱
線
し
そ
う
な
ド
イ
ツ
統
一
過
程
で

(
2
)
 

綿
密
に
続
け
ら
れ
た
。
統
一
条
約
が
最
終
的
に
署
名
さ
れ
批
准
さ
れ
た
の
は
、
妊
娠
中
絶
問
題
に
関
し
て
妥
協
が
成
立
し
た
後
で
あ
っ
た
。

一
第
一
に
、
論
争
は
一
九
九
二
年
の
末
ま
で
に
、
統
一
さ
れ
た
立
法
機
関
に
よ
っ
て
新
た
な
立
法
を
す
る
こ
と
で
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
第
二
に
、

そ
の
時
ま
で
、
統
一
以
前
の
妊
娠
中
絶
法
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
効
力
を
失
わ
ず
、
そ
れ
故
少
な
く
と
も
妊
娠
中
絶
法
に

関
し
て
は
、
分
割
さ
れ
た
ド
イ
ツ
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
で
は
、
非
常
な
時
間
的
制
約
の
下
で
日
夜
激
論
が
く
り
返
さ
れ
、
そ
の
様
子
は
テ
レ
ビ
で
全
国
に
放
映
さ
れ
た
。

一
九
九
二
年
六
月
二
五
日
に
妊
娠
中
絶
法
案
が
採
択
さ
れ
た
。
同
法
案
は
、
社
会
民
主
党
と
自
由
民
主
党
、
更
に
、
キ
リ
ス
ト
教

そ
し
て
、

民
主
党
の
少
数
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
新
法
は
、

d
g
z
P
3
と
ぜ
『
。
門
2
2
2
3
の
中
聞
を
進
む
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、

よ
り
官
。
l
z
p
な
解
決
を
支
持
す
る
キ

リ
ス
ト
教
民
主
党
の
大
多
数
は
、
新
法
は
、
胎
児
の
生
命
に
対
す
る
憲
法
上
の
保
護
に
十
分
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
と
主
張
し
て
、

ド
イ
・
ツ

連
邦
憲
法
裁
判
所
に
提
訴
し
た
。
そ
し
て
実
際
の
と
こ
ろ
、
少
な
く
と
も
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
一
九
九
三
年
五
月
二
八
日
の
判
決
で
新
法
の

(
3
)
 

一
部
を
無
効
に
し
た
限
り
で
は
、
こ
の
憲
法
訴
訟
は
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

}
の
新
法
を
更
に
紹
介
し
そ
の
評
価
を
試
み
る
前
に
、

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
我
々
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ク
外
国
刑
法
・
国
際
刑
法
研
究
所
に

よ
る
国
際
的
比
較
法
的
、
犯
罪
学
的
調
査
報
告
に
よ
っ
て
、
国
際
的
背
景
を
確
認
す
る
の
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
研
究
の
比
較
法
の

(
4
)
 

0
0
0
頁
以
上
に
も
の
ぼ
る
。
こ
の
資

部
分
は
、
約
六

0
か
国
に
関
す
る
報
告
(
日
本
法
に
関
し
て
は
芝
原
教
授
の
報
告
)
を
含
み
、
三
、

目山

1
+品
、

1
l
 ま
だ
完
全
に
は
解
析
さ
れ
て
い
な
い
が
、

一
定
の
傾
向
は
認
識
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
多
く
の
国
々
、

と
り
わ

け
、
今
な
お
伝
統
的
な
妊
娠
中
絶
法
の
改
革
に
取
り
組
ん
で
い
る
国
々
に
と
っ
て
は
、
我
々
の
研
究
か
ら
得
ら
れ
る
比
較
法
的
知
見
と
同
様
、

北法44(6・340)1752



特
に
興
味
深
い
と
思
わ
れ
る
。

2 

規
制
の
相
違

刑
法
が
、
出
生
後
の
生
命
に
与
え
る
保
護
と
、
胎
児
の
生
命
に
与
え
る
保
護
と
を
比
較
す
れ
ば
、
胎
児
の
生
命
を
保
護
し
て
い
る
法
律
/

規
制
の
大
き
な
相
違
が
明
ら
か
に
な
る
。

概
し
て
、
出
生
し
た
人
間
の
謀
殺
と
故
殺
は
統
一
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
お
り
、
変
化
は
、

せ
い
ぜ
い
、
動
機
や
犯
罪
の
実
行
方
法
の
相
違

に
応
じ
て
刑
に
差
を
つ
け
る
際
に
生
じ
る
だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
胎
児
の
生
命
の
保
護
に
関
し
て
は
、

そ
の
侵
害
を
軽
い
逸
脱
行
為
と
考
え
る
か
否
か
の
点
で
、
多
様
な
規
制
が
あ
り
う
る
。
胎
児

の
生
命
の
保
護
は
、
例
え
ば
、

一
方
で
は
刑
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
他
方
で
は
保
健
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
上
、

例
外
的
な
事
情
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
大
ま
か
に
限
定
さ
れ
、
手
続
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
関
連
し
た
社
会
l
法
的
手
段
に
応
じ
て
変
化
す

ドイツにおける妊娠中絶法の改革

る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
ら
の
多
様
性
は
、
妊
娠
中
絶
の
規
制
が
、
他
の
事
象
以
上
に
国
民
性
と
国
民
の
態
度
/
基
本
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
依
存
し
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
領
域
で
も
規
制
の
構
造
的
な
類
似
性
と
基
本
的
な
傾
向
は
明
ら
か
で
あ
る
。

3 

完
全
な
禁
止
の
否
定
、
及
び
、
完
全
な
刑
罰
免
除
の
否
定

我
々
は
、
我
々
が
研
究
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
全
て
の
国
々
の
中
に
、
妊
娠
中
絶
を
例
外
な
く
完
全
に
禁
止
し
て
い
る
国

を
一
つ
も
見
い
だ
さ
な
か
っ
た
。

北法44(6・341)1753 



i寅

例
え
ば
、

一
九
九

O
年
の
改
革
ま
で
の
ベ
ル
ギ
ー
、

そ
し
て
今
日
で
も
な
お
ア
イ

一
九
七
五
年
の
改
革
ま
で
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
ゃ
、

ル
ラ
ン
ド
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

一
国
の
刑
法
が
明
示
的
に
妊
娠
中
絶
を
禁
止
し
て
い
る
場
合
で
も
、
刑
罰
の
免
除
は
、

い
わ
ゆ
る
治
療
的

講

妊
娠
中
絶
の
場
合
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
妊
娠
中
絶
は
、
妊
婦
の
健
康
又
は
生
命
に
対
す
る
危
険
を
回
避
す
る
か
治
療
μ

で
あ
り

故
意
の
妊
娠
中
絶
と
い
う
犯
罪
の
定
義
に
該
当
す
る
と
は
、

ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
刑
法
に
よ
る
胎
児
の
生
命
の

保
護
は
、
決
し
て
か
絶
対
的
な
u

も
の
で
は
な
く
、

せ
い
ぜ
い

N

相
対
的
な
H

も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

他
方
で
、
我
々
は
、
胎
児
の
生
命
侵
害
が
完
全
に

(
即
ち
、
妊
娠
の
全
段
階
、

か
っ
、
意
思
決
定
の
全
局
面
で
)
妊
婦
、
及
び
/
又
は
、

他
の
関
与
者
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
国
も
見
い
だ
さ
な
か
っ
た
。
妊
娠
中
絶
の
規
制
は
、
た
と
え
そ
れ
が
胎
児
の
生
命
の
保
護
の
た
め
、

又
は
、
妊
娠
後
期
に
お
け
る
中
絶
を
防
止
す
る
た
め
だ
け
で
あ
る
に
せ
よ
、
い
ず
れ
の
国
に
も
存
在
す
る
。
従
っ
て
我
々
は
、
出
産
の
開
始

ま
で
の
全
過
程
で
、
任
意
に
妊
娠
が
中
絶
さ
れ
得
る
国
は
見
い
だ
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
考
慮
す
れ
ば
、
あ
る
ド
イ
ツ
の
改

草
グ
ル
ー
プ
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
妊
娠
中
絶
に
関
す
る
全
て
の
規
制
を
、
新
た
な
規
制
を
設
け
る
こ
と
な
く
廃
止
す
る
の
は
、
世
界
的
に

前
例
の
な
い
こ
と
だ
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
妊
娠
中
絶
の
他
の
関
与
者
、
特
に
医
者
そ
の
他
の
助
力
者
は
処
罰
さ
れ
る
が
、
妊
婦
は
、

そ
の
陥
っ
て
い
る
特
別
の
個
人
的
葛

藤
状
況
を
考
慮
し
て
刑
罰
を
免
除
す
る
と
い
う
規
制
は
存
在
す
る
。
特
に
ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
諸
国
は
、
婦
人
は
自
己
の
妊
娠
を
正
当
な
理
由

な
し
に
は
中
絶
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
の
前
提
に
立
っ
て
、
葛
藤
状
況
の
存
在
を
仮
定
す
る
規
制
を
設
け
て
い
る
。

4 

二
つ
で
は
な
く
、
三
つ
の
基
本
モ
デ
ル

前
述
し
た
こ
と
か
ら
、
現
実
に
採
り
う
る
の
は
、
妊
娠
中
絶
の
絶
対
的
な
禁
止
で
も
、
刑
罰
か
ら
の
完
全
な
解
放
白
で
も
な
い
こ
と
が
明
ら

北法44(6・342)1754 



か
で
あ
ろ
う
一
む
し
ろ
境
界
線
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
厳
格
に
設
定
さ
れ
て
い
る

μ
適
必
事
由
d

戸
よ
る
解
決
と

μ

期
限
μ

に
よ
る
解
決
の

中
間
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ぜ
『
。
-
ロ
ペ
と

d
g
t
n
F
2
2
2
の
立
場
の
中
間
に
あ
る
境
界
線
は
、

そ
れ
自
体
、

し
か
も
多
く

か
な
り
の
程
度
絶
え
ず
変
化
す
る
。

の
場
合
、
妊
娠
の
進
行
状
況
に
応
じ
た
一
定
の
制
限
に
加
え
て
、
実
体
的
条
件
(
妊
婦
の
同
意
、
及
ぴ
/
又
は
一
定
の
緊
急
状
況
な
ど
)
と
、

手
続
的
条
件
(
妊
娠
中
絶
の
許
容
性
の
事
前
決
定
、
及
び
/
又
は
相
談
な
ど
)

の
同
時
充
足
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
故
、
純
粋
な
期
限
モ
デ
ル
の
下
で
も
、
刑
罰
の
免
除
は
通
常
、
妊
娠
初
期
三
か
月
内
だ
け
で
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
完
全
な
刑
罰

の
免
除
が
認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
よ
う
に
、

一
定
の
場
合
に
は
妊
娠
六
か
月
の
末
に
な
さ
れ
た
中
絶
で
さ

え
刑
罰
か
ら
免
除
さ
れ
得
る
国
々
で
は
、
免
除
は
よ
り
長
く
存
続
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
六
か
月
以
後
は
、

そ
の
他
の
点
で
は
非
常
に
許

容
的
な
規
制
の
下
で
も
、
刑
罰
の
免
除
は
限
定
さ
れ
た
条
件
の
下
で
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

H

処
罰
し
え
な
い
か
処
罰
し
う
る
か
μ

と
い
う
点
だ
け
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
自
己
決
定
の
た
め
の
女
性
の
能
力
、
更
に
は
、
不

処
罰
の
理
由
ま
で
考
え
る
な
ら
ば
、

ド
イ
ツ
で
通
常
な
さ
れ
る
適
応
モ
デ
ル
と
期
限
モ
デ
ル
の
対
比
は
、
更
に
皮
相
的
に
な
る
。
よ
り
厳
密

ドイツにおける妊娠中絶法の改革

に
検
討
す
る
と
、
三
つ
の
基
本
的
な
モ
デ
ル
が
現
れ
る
。

こ
れ
ら
の
モ
デ
ル
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
諸
国
の
比
較
法
的
調
査
に
つ
い
て
は
、
表
ー
を
参
照
さ
れ
た
い
。

5 

自
己
決
定
に
基
づ
く
か
期
限
モ
デ
ル
u

一
方
の
極
に
は
、

一
定
期
間
内
の
妊
娠
中
絶
を
、
刑
罰
か
ら
免
除
す
る
の
み
な
ら
ず
、
妊
婦
の
法
律
上
の
権
利
と
し
て
明
記
す
る
規
制
が

あ
る
。
こ
の
規
制
の
下
で
は
、
女
性
は
、
明
記
さ
れ
た
緊
急
状
況
の
存
在
を
証
明
す
る
必
要
が
な
い
の
み
な
ら
ず
、
自
己
の
決
定
理
由
を
示

北法44(6・343)1755



演

す
必
要
も
な
い
。

講

の
典
型
は
、
統
一
条
約
以
前
の

D
D
R
(
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
)
に
お
け
る
妊
娠
中

絶
規
制
/
政
策
を
基
礎
づ
け
て
い
た
規
定
で
あ
る
。
統
一
条
約
に
よ
っ
て
・
無
効
に
さ
れ
が
一
九
七
二
年
の
妊
娠
中
絶
規
制
法
一
条
一
項
は
、

そ
の
よ
う
な
N

自
己
決
定
に
基
づ
く
期
限
モ
デ
ル
が

次
の
よ
う
に
定
め
て
い
た
つ
子
供
の
数
、
出
産
の
時
期
及
び
間
隔
の
決
定
の
た
め
に
、
女
性
は
、
避
妊
の
可
能
性
の
他
に
、
自
己
の
責
任

に
基
づ
い
て
妊
娠
中
絶
を
決
定
す
る
権
利
を
有
す
る
o
u

こ
の
表
現
か
ら
は
、
妊
娠
中
絶
で
は
妊
婦
と
胎
児
の
利
益
が
衝
突
し
、
そ
の
比
較

お
よ
そ
推
測
で
き
な
い
。
逆
に

D
D
R
で
は
、
妊
娠
中
絶
は
他
の
出
産
制
限
の
手
段
と
同
一
視
さ
れ
、
女
性

衡
量
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
、

の
自
己
決
定
の
問
題
と
し
て
の
み
把
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
モ
デ
ル
の
他
の
例
は
、

デ
ン
マ
ー
ク
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
規
定
、
並
び
に
旧
ソ
連
の
規
定
の
中
に
見
い
だ
せ
る
。

6 

第
三
者
の
判
断
に
基
づ
く

n
適
応
モ
デ
ル
“

他
方
の
極
に
あ
る
モ
デ
ル
の
特
徴
は
、
妊
娠
中
絶
が
、
第
三
者
(
医
者
あ
る
い
は
専
門
家
の
委
員
会
)

に
よ
っ
て
認
山
{
疋
さ
れ
る
一
{
疋
の
タ

イ
プ
の
緊
急
状
況
に
依
存
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
更
に
、
第
三
者
の
評
価
と
決
定
に
、
事
後
的
な
司
法
審
査
が
及
び
得
る
点
も
特
徴
で
あ
る
。

」
の
モ
デ
ル
は

(
一
九
九
二
年
六
月
に
改
革
さ
れ
る
以
前
の
)
連
邦
ド
イ
ツ
法
一
二
八
条
|
一
二
九
条
d
、
及
ぴ
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
と
ス
ペ

イ
ン
の
刑
法
を
基
礎
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
モ
デ
ル
の
下
で
は
、
胎
児
の
生
命
は
基
本
的
に
優
先
権
を
認
め
ら
れ
、
妊
娠
中
絶
は
例

外
的
な
状
況
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
。

基
本
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
致
を
別
に
す
れ
ば
、
許
容
性
の
限
界
を
定
め
る
現
実
の
規
定
に
は
、
更
に
か
な
り
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
見

ら
れ
る
。

北法44(6・344)1756



妊
娠
中
絶
を
許
容
す
る
適
応
挙
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
事
項
を
定
式
化
す
る
の
は
、
特
に
困
難
で
あ
る
。

ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
最
近
の
改
革
ま
で
効
力
が
あ
っ
た
西
ド
イ
ツ
刑
法
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
暖
昧
な
定
義
が
見
い
だ
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
改
革
以
前
に
は
、
刑
法
二
一
八
条

a
は
四
つ
の
適
応
事
由
を
規
定
し
て
い
た
一
杜
会
的
医
療
的
適
応
挙
由
(
こ
れ
は
、

し
ば
し
ば
誤

解
さ
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
こ
れ
は

ρ

医
療
的
μ

適
応
事
由
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
女
性
の
現
在
及
び
将
来
の
生
活
条
件
も
考
慮
さ

れ
て
い
た
限
り
で
は
、
実
は
社
会
的
適
応
事
由
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
)
、
優
生
学
的
あ
る
い
以
胎
児
病
他
的
適
応
挙
由
(
子
供
が
遺
伝
上
の

欠
陥
を
有
す
る
と
危
倶
さ
れ
る
場
合
)
、
犯
罪
学
的
あ
る
い
は
倫
理
的
過
応
挙
由
(
強
姦
の
場
合
)
、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
J

般
的
緊
急
性
の
適

応
事
由
(
妊
娠
中
絶
が
女
性
を
緊
急
状
況
か
ら
解
放
す
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
場
合
)

で
あ
る
。

実
体
法
的
側
面
だ
け
に
着
目
し
て
紹
介
し
た
、
こ
れ
ら
四
つ
の
適
応
事
由
の
中
で
、

そ
の
最
後
の
事
由
に
つ
い
て
は
、
暖
昧
す
ぎ
る
と
の

批
判
が
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
万
人
を
満
足
さ
せ
る
適
応
事
由
の
定
式
化
は
、
世
界
中
の
ど
の
国
で
も
提
案
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
他
の
諸
国
と
同
様
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
、
女
性
が
妊
娠
中
絶
で
き
た
の
は
、
彼
女
が
結
婚
し
て
い
な
い
か
、
彼
女
が
常
に
夫
と

別
れ
て
い
る
か
、
彼
女
が
三
五
歳
以
上
で
あ
る
か
、
彼
女
と
夫
が
各
自
の
家
を
持
っ
て
い
な
い
か
、
賃
貸
住
宅
に
独
立
し
て
住
ん
で
い
な
い

ドイツにおける妊娠中絶法の改革

場
合
で
あ
っ
た
。
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
で
は
、

一
九
八
六
年
ま
で
効
力
が
あ
っ
た
規
定
(
そ
の
後
、
助
言
/
相
談
を
求
め
る
義
務
を
伴
っ
た

期
限
モ
デ
ル
に
変
更
さ
れ
た
)

の
下
で
は
、

四
O
歳
以
上
の
女
性
と
、
少
な
く
と
も
三
人
の
子
供
と
生
活
し
て
い
る
女
性
は
妊
娠
中
絶
を
許

さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
こ
じ
つ
け
は
、
恋
意
的
で
熟
慮
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。
し
か
も
一
定
の
社
会
的
規
範
と
期
待
、
例
え
ば
、

国
民
人
口
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
出
産
数
と
い
っ
た
通
念
を
正
当
化
す
る
危
険
も
有
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
そ
の
よ
う
な
N

適

応
事
由
の
カ
タ
ロ
グ
μ

が
妊
婦
の
個
人
的
な
窮
状
を
真
剣
に
考
膚
し
て
い
る
の
か
は
、
極
め
て
疑
わ
し
い
。

北法44(6・345)1757 
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H

葛
藤
を
志
向
す
る
対
話
モ
デ
ル
u

7 

講

正
に
こ
の
後
者
の
問
題
が
、
(
一
方
に
お
い
て
)

H

第
三
者
の
判
断
に
基
づ
く
適
応
モ
デ
ル
が

と

(
他
方
に
お
い
て
)

H

自
己
決
定
に
基
づ

く
期
限
モ
デ
ル
μ

と
い
う
N

古
典
的
な
μ

対
立
関
係
の
下
で
、
第
三
の
モ
デ
ル
が
発
達
し
た
理
由
足
り
え
よ
う
。
こ
の
モ
デ
ル
自
体
の
重
要

性
は
、
最
近
に
至
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
意
さ
れ
ず
、

ま
し
て
や
真
剣
に
考
え
ら
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
モ
デ
ル
の
下
で
は
、
法
律
が
妊

娠
中
絶
を
許
容
す
る
た
め
の

(
一
定
の
緊
急
性
と
い
っ
た
)
理
由
を
規
定
し
、

そ
の
理
由
の
存
否
の
決
定
は
最
終
的
に
女
性
の
判
断
と
裁
量

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
モ
デ
ル
の
例
を
含
む
の
は
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
規
定
(
一
九
七
五
年
)

の
他
に
、

フ
ラ
ン
ス

(
一
九
七
五
/
一
九

七
九
年
)
、
イ
タ
リ
ア

(
一
九
七
八
年
)
、
最
も
最
近
で
は
ベ
ル
ギ
ー

の
規
定
で
あ
る
。

(
一
九
九

O
年
)

フ
ラ
ン
ス
法
は
、

一
種
の
緊
急
性
で
あ
る
か
必
要
な
場
合
H

あ
る
い
は

H

苦
悩
の
状
況
μ

に
、
明
ら
か
に
言
及
し
て
い
る
一
イ
タ
リ
ア
法

な
お
適
応
モ
デ
ル
の
性
格
を
ほ
の
め
か
す
緊
急
状
態
の
要
件
を
含
ん
で
い
る
。

は
、
限
定
的
で
は
あ
る
が
、

一
定
期
間
内
に
緊
急
事
態
が
存
在
し
た
か
否
か
の
決
定
を
、
大
部
分
、
女
性
の
判
断
に
委
ね
る

(
女
性
の
決
定
は
、
最
近
フ
ラ
ン
ス
で
コ

ン
セ
イ
ユ
デ
タ
が
認
め
た
よ
う
に
、
司
法
的
な
再
検
討
に
服
し
な
い
)
と
い
う
規
制
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
規
制
を
単
な
る

ρ

期
限
モ
デ
ル
N

そ
の
規
制
を
含
む
法
律
が
女
性
に
妊
娠
中
絶
を
自
由
に
は
許
さ
ず
、
む
し
ろ
緊
急
性
を
要
求
し
、
女
性
に
他
の
選
択

(
6
)
 

肢
の
検
討
を
求
め
て
い
る
事
実
の
評
価
を
誤
ま
る
こ
と
に
な
る
(
こ
の
よ
う
な
規
制
の
下
で
も
、
女
性
に
、
意
思
決
定
の
過
程
を
医
者
に
報

と
し
て
理
解
す
れ
ば
、

告
す
る
旨
要
求
す
る
こ
と
は
、
最
低
限
可
能
で
あ
ろ
う
)
。

こ
の
種
の
規
制
と
共
に
:
・
最
終
的
決
定
は
女
性
の
判
断
に
委
ね
な
が
ら
:
・
緊
急
性
の
要
件
が
強
調
さ
れ
る
べ
き
な
ら
ば
、
こ
の
規
制
は
H

自

己
評
価
に
基
づ
く
緊
急
モ
デ
ル
μ

と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
相
談
の
特
別
の
重
要
性
と
医
者
の
同
意
が
強
調
さ
れ
る
べ
き
な
ら
ば
、
こ
の
規
制

(
7
)
 

を
H

葛
藤
を
志
向
す
る
対
話
モ
デ
ル
μ

と
呼
ぶ
の
が
適
当
で
あ
る
。

北法44(6・346)1758
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手
続
的
保
証

完
全
な
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
妊
娠
中
絶
の
禁
止
と
許
容
を
考
察
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
存
在
し
う
る
手
続
的
予
防
措

置
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
領
域
で
は
、
正
に
、
注
目
に
値
す
る
発
展
が
生
じ
て
い
る
。

伝
統
的
に
は
、
法
律
は
、
妊
娠
中
絶
を
単
に
禁
止
す
る
だ
け
で
あ
り
、
例
外
的
に
妊
娠
中
絶
が
許
さ
れ
る
場
合
の
特
別
な
手
続
に
つ
い
て

規
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
妊
娠
中
絶
が
行
わ
れ
た
と
い
う
疑
い
が
生
じ
れ
ば
、
検
察
官
は
、
妊
娠
中
絶
が
許
容
さ
れ
る
か
否
か
を
決
定
す
る

た
め
に
事
後
的
な
調
査
を
行
い
、
許
容
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
起
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
決
定
の
挙
後
的
な
再
調
査
の
み
が
制
度

化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
代
わ
り
に
、
最
近
、
特
別
の
手
続
き
の
中
で
機
能
す
る
予
防
的
ゴ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
制
度
が
発
展
し
て
き
た
。
こ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に

ドイツにおける妊娠中絶法の改革

は
、
二
つ
の
形
式
が
あ
る
一
第
一
に
、
妊
娠
中
絶
の
前
に
、
遁
必
事
自
の
一
つ
が
正
式
戸
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
第
二
に
、
適
応

事
由
の
決
定
に
加
え
て
、
あ
る
い
は
そ
の
代
わ
り
に
、
妊
娠
中
絶
の
前
に
柑
訴
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
諸
国
で
は
、
前
者
の
条
件
で
あ
る
許
容
性
の
決
定
は
、
妊
娠
中
絶
を
求
め
る
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
委
員
会
で
な
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
期
限
モ
デ
ル
の
規
定
を
有
す
る
諸
国
に
お
い
て
も
、
予
防
的
な
手
続
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
全
く
可
能
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
妊
娠
中
絶
を
、
例
え
ば
盲
腸
の
切
除
の
よ
う
な
、
医
者
と
患
者
の
間
の
単
な
る
私
的
事
項
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
国

家
が
一
定
の
手
続
の
遵
守
を
要
求
し
、
濫
用
を
防
止
し
う
る
点
で
、
妊
娠
中
絶
は
、
あ
る
程
度
は

N

公
的
な
μ

問
題
な
の
で
あ
る
。

当
然
な
が
ら
、
以
上
の
理
解
は
、

一
九
七
四
年
の
改
革
以
前
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
で
採
用
さ
れ
て
い
た
、
専
門
家
委
員
会
が
妊
娠
中
絶

の
許
容
性
を
決
定
す
る
適
応
モ
デ
ル
に
、

よ
り
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。

北i去44(6・347)1759
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な
る
ほ
ど
、
こ
の
こ
と
は
、
決
定
が
本
質
的
に
第
三
者
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
第
三
者
に
よ
る
許
可
が
一
種
の

ρ

無
罪
放
免
u

と
見

な
さ
れ
得
る
欠
点
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
直
接
的
な
関
与
者
、
旦
ハ
体
的
に
は
妊
婦
と
妊
娠
中
絶
を
行
う
医
師
個
人
は
免
責
さ
れ

講

る
か
も
し
れ
な
い
。
道
徳
的
な
観
点
か
ら
は
、
こ
の
こ
と
は
、
個
人
の
免
責
と
し
て
一
層
誤
解
さ
れ
や
す
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
で
は
、
正
当
に
も
、
妊
娠
中
絶
の
法
律
的
・
道
徳
的
責
任
は
、
直
接
的
関
与
者
に
あ
り
、
最
初
の
医
者
に
よ
る
適

応
事
由
の
決
定
は
、
中
絶
を
施
す
医
者
が
最
終
決
定
を
す
る
際
の
主
た
る
要
因
と
見
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

妊
娠
中
絶
の
た
め
の
手
続
的
保
証
が
法
的
制
裁
に
関
し
て
一
層
重
要
と
な
っ
た
の
と
同
様
に
、
こ
れ
ら
の
事
項
が
規
定
さ
れ
て
い
る
法
廷

地
に
、
し
ば
し
ば
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
も
、
更
に
特
筆
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
伝
統
的
に
は
、
刑
法
が
、
妊
娠
中
絶
を
規
制
す
る
第
一

の
手
段
で
あ
っ
た
。
が
今
や
、
妊
娠
中
絶
の
問
題
を
、
主
に
、
医
事
法
的
な
問
題
と
し
て
捉
え
、
最
終
的
、
予
備
的
な
手
段
と
し
て
の
み
刑

罰
を
要
求
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

9 

増
大
す
る
相
談
の
重
要
性

(
8
)
 

今
日
、
相
談
は
、
意
思
決
定
の
過
程
で
特
に
重
要
に
な
っ
て
い
る
一
相
談
は
、
適
応
事
由
の
決
定
と
共
に
要
求
で
き
る
し
、
第
三
者
に
よ

(

9

)

(

叩
)

る
適
応
事
由
の
決
定
に
代
え
て
要
求
で
き
る
し
、
単
な
る
選
択
的
な
制
度
と
し
て
も
要
求
で
き
る
。

伝
統
的
な
適
応
モ
デ
ル
は
、
女
性
の
自
発
性
に
基
づ
く
相
談
と
調
和
し
、

よ
り
許
容
的
な
規
制
は
、
概
し
て
、
義
務
的
な
相
談
と
調
和
し

そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
双
方
の
規
制
に
は
例
外
が
あ
る
。
例
え
ば
、

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
で
は
、

一
九
九
二
年
ま
で
適
応
モ
デ
ル
が
義
務

的
な
相
談
と
結
び
い
て
い
た
し
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
期
限
モ
デ
ル
が
選
択
的
な
相
談
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
、
静
が
助
言
を
す
べ
き
か

l
医
者
だ
け
か
、
あ
る
い
は
、
特
別
の
相
談
機
関
か

1
そ
し
て
、
如
何
な
る
事
項
に
つ
い
て
助
言
が
与
え

北法44(6・348)1760



ら
れ
る
べ
き
か

1
医
療
情
報
だ
け
か
、
あ
る
い
は
、
避
妊
と
他
の
社
会
的
な
問
題
に
関
す
る
情
報
も
か
!
と
い
う
問
題
を
考
え
る
と
、

の
相
違
が
生
じ
て
く
る
。

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
更
に
特
に
重
要
な
の
は
、
相
談
は
特
別
の
目
的
の
た
め
に
行
わ
れ
る
べ
き
か
、
仮
に
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
の

目
的
は
何
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
は
非
常
に
議
論
さ
れ
て
き
た
し
、
現
在
で
も
議
論
さ
れ

て
い
る
。
以
前
の
刑
法
二
一
八
条
b
に
よ
れ
ば
、
女
性
は
妊
娠
中
絶
の
前
に
、
母
及
び
子
の
た
め
に
利
用
で
き
る
扶
助
、
即
ち
か
特
に
妊
娠

の
継
続
並
び
に
母
及
び
子
の
状
態
を
容
易
に
す
る
そ
の
種
の
扶
助
H

に
関
し
て
か
助
言
H

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ

い
で
あ
る
者
は
、
相
談
の
目
的
は
女
性
を
説
得
し
て
妊
娠
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
解
し
た
。
が
、
他
方
で
は
、
こ
の
解
釈
を
一
面
的

で
支
持
で
き
な
い
と
解
す
る
者
も
い
た
。
私
に
は
、
後
者
が
正
当
な
法
的
根
拠
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
法
が
妊
娠
の

N

継
続
u

に

関
し
て
か
特
に
が
と
一
言
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
他
の
相
談
の
目
的
が
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
如
何
に
し
て
法
的
に
妊

娠
中
絶
を
行
う
か
に
関
す
る
情
報
は
、
相
談
手
続
き
で
与
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

ドイツにおける妊娠中絶法の改革

ま
た
、
国
際
的
に
見
る
と
、
相
談
は
第
一
に
、
女
性
が
自
分
の
責
任
で
決
定
で
き
る
よ
う
に
女
性
に
包
括
的
な
情
報
を
与
え
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
一
女
性
に
は
、
妊
娠
中
絶
に
対
す
る
賛
否
両
論
が
知
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
女
性
は
い
ず
れ
の
方
向
に
も
強
制
さ

(
日
)

れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
要
約
す
れ
ば
、
相
談
の
後
に
、
女
性
は
自
己
の
決
定
に
関
係
す
る
全
て
の
事
項
(
現
在
並
び
に
将
来
に
影
響
を
及
ぼ

す
重
要
事
項
)

を
考
慮
す
る
立
場
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
女
性
は
、
状
況
に
対
処
す
る
準
備
が
で
き
て
い
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

相
談
の
実
行
と
柑
訴
の
評
価
に
関
し
て
は
、
遺
憾
な
が
ら
、
信
頼
で
き
る
経
験
的
研
究
が
欠
如
し
て
い
る
。
し
か
し
以
下
の
こ
と
は
言
い

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
自
己
決
定
に
基
づ
く
期
限
的
な
緊
急
性
の
規
定
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
妊
娠
中
絶
の
数
は
か
な
り
低
く
、
相

う
る
。

談
が
明
ら
か
に
か
な
り
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
妊
婦
は
、
相
談
の
後
七
日
間
待
た
な
け
れ
ば
妊
娠
中
絶
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
非
常

に
長
い
手
続
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
待
機
期
間
は
、
女
性
に
、
自
己
の
決
定
に
つ
い
て
考
え
る
十
分
な
時
間
を
与
え
る
。
ド
イ
ツ
連
邦

一
{
疋
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共
和
国
に
関
し
て
は
、
妊
婦
の
態
度
と
意
思
決
定
に
関
す
る
我
々
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ク
研
究
所
の
犯
罪
学
研
究
グ
ル
ー
プ
が
行
っ
た

(ロ)

研
究
に
よ
れ
ば
、
義
務
的
な
相
談
手
続
を
経
た
女
性
の
八
二
%
は
、
相
談
に
満
足
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
女
性
の
多
く
は
、
相
談

講

の
要
件
を
充
た
し
た
こ
と
を
示
す
証
明
書
の
入
手
に
主
た
る
関
心
が
あ
っ
た
。
更
に
、
研
究
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
妊
娠
の
初
期
に
は
た
め
ら

い
が
あ
っ
た
が
、
出
産
し
た
女
性
の
約
半
分
は
、

そ
の
決
断
に
際
し
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
の
相
談
を
信
用
し

た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
結
果
は
、
確
か
に
注
目
に
値
す
る
。
最
初
か
ら
妊
娠
の
中
絶
を
決
意
し
て
い
た
女
性
に
は
相
談
が
大
き
な
影
響

を
与
え
な
か
っ
た
の
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。

こ
の
研
究
は
、
女
性
が
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
一
に
、

た
と
え
何
が
あ
っ
て
も
妊
娠
を
出
産
ま
で
継

続
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
女
性
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
。
他
に
は
、
知
何
な
る
場
合
で
も
妊
娠
を
中
絶
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
女
性
の
グ
ル

l

プ
が
あ
る
。
そ
の
中
間
に
、
少
数
と
は
言
え
な
い

H

葛
藤
状
況
に
あ
る
妊
婦
H

の
グ
ル
ー
プ
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
女
性
の
半
分
が
相
談

に
影
響
を
受
け
た
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
低
い
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
で
は
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
相
談
に
よ
っ
て
五
一
O
%
の
女

性
が
妊
娠
中
絶
を
思
い
止
ま
っ
た
と
概
算
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
、
こ
の
割
合
が

H

葛
藤
状
況
に
あ
る
妊
婦
μ

に
の
み
関
す
る
も
の
か
、

あ
る
い
は
、
如
何
な
る
状
況
の
下
で
も
妊
娠
を
中
絶
し
よ
う
と
決
意
し
て
い
る
者
を
も
含
む
、
妊
娠
中
絶
を
考
え
た
全
て
の
女
性
に
関
す
る

も
の
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
相
談
は
選
択
的
で
あ
る
に
も
係
わ
ら
ず
、
女
性
の
三
O
%
が
相
談
を
求
め
て
い
る
。

明
ら
か
に
、
相
談
は
、
二
O
歳
以
下
の
女
性
に
最
も
影
響
力
が
あ
る
一
四
O
歳
以
上
の
女
性
は
相
談
を
求
め
ず
、

そ
れ
故
、

ほ
と
ん
ど
影
響

を
受
け
得
な
い
。
イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
、
相
談
の
サ
ー
ビ
ス
が
妊
娠
中
絶
を
助
長
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
報
告
が

な
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
諸
国
、
特
に
イ
タ
リ
ア
で
は
、
優
れ
た
適
任
の
相
談
者
の
不
足
が
惜
し
ま
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
我
々
の
研
究
は

驚
く
ほ
ど
僅
か
の
経
験
的
素
材
し
か
扱
っ
て
い
な
い
こ
と
に
触
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
相
談
に
は
科
学
的
研
究
が
な
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
、
分
野
の
新
規
性
の
た
め
で
あ
る
。
将
来
は
、
こ
の
分
野
で
多
く
の
研
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

北法44(6・350)1762
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男
性
の
パ
ー
ト
ナ
ー
の
関
与

妊
娠
の
継
続
か
中
絶
か
の
決
定
に
関
与
す
る
権
利
と
い
う
意
味
で
の
父
親
独
自
の
利
益
は
、
少
な
く
と
も
妊
娠
中
絶
の
処
罰
に
関
す
る
限

り
、
ど
こ
の
国
で
も
真
剣
に
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
者
が
、
妊
娠
中
絶
に
つ
い
て
父
親
の
同
意
を
要

求
し
て
い
る
国
も
あ
る
一
医
者
に
は
、
父
親
の
同
意
を
要
求
す
る
法
律
的
な
理
由
は
な
く
、
医
者
自
身
が
同
意
を
要
求
し
て
い
る
だ
け
か
も

し
れ
な
い
。
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
最
高
裁
判
所
判
決
は
、
男
性
の
意
思
に
反
す
る
と
い
う
だ
け
で
妊
娠
中
絶
を
否
定
す
る
こ
と
を
禁

止
し
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
男
性
が
同
意
し
た
場
合
に
の
み
中
絶
手
術
を
行
う
病
院
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
合

(
日
)

衆
国
で
は
、
男
性
の
同
意
は
実
際
に
は
法
律
上
要
求
さ
れ
て
い
な
い
が
、
病
院
に
よ
っ
て
は
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
幾
っ
か

(
凶
)

の
か
つ
て
の
社
会
主
義
諸
国
で
は
、
男
性
が
適
応
事
由
の
決
定
手
続
で
聴
聞
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
し
か
し
一
般
的
に
は
、
父
親
が
関

与
す
る
の
は
、
妊
婦
が
望
む
か
、
少
な
く
と
も
同
意
す
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。

ドイツにおける妊娠中絶法の改革

C
D
U
が
統
治
し
て
い
る
パ

l
デ
ン
1

ヴ
ユ
ル
テ

(
日
)

ン
ベ
ル
ク
州
と
、
当
時
は

S
P
D
が
統
治
し
て
い
た
ヘ
ッ
セ
ン
州
の
比
較
の
た
め
に
行
わ
れ
た
妊
婦
の
調
査
に
お
い
て
、
男
性
の
パ
ー
ト
ナ
ー

(
日
)

の
役
割
を
過
少
評
価
す
べ
き
で
な
い
と
の
研
究
結
果
が
、
双
方
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
出
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
妊
婦
は
、
意
思
決
定
の

こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
男
性
の
パ
ー
ト
ナ
ー
の
関
与
が
強
調
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、

際
に
パ
ー
ト
ナ
ー
の
態
度
も
考
慮
す
る
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
場
合
、

パ
ー
ト
ナ
ー
の
態
度
|
|
出
産
予
定
日
ま
で
妊
娠
を
継
続
す
る
の
に
賛

成
か
否
か
ー
ー
が
、
女
性
の
意
思
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。

妊
婦
、
特
に
未
婚
の
妊
婦
は
、
自
己
の
状
況
を
議
論
で
き
る
者
を
見
い
だ
す
の
が
、

し
ば
し
ば
困
難
で
あ
る
。
両
親
は
多
く
の
場
合
信
頼

し
え
な
い
し
、
女
性
が
第
三
者
に
自
己
の
秘
密
を
打
ち
明
け
る
気
に
な
る
こ
と
は
、
更
に
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
相
談
者
は
、
男
性

北法44(6・351)1763



i寅

の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
、
女
性
と
共
に
責
任
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
唯
一
の
者
で
あ
ろ
う
。
男
性
の
パ
ー
ト
ナ
ー
は
、
自
分
が
い
な
け
れ
ば

妊
娠
し
な
か
っ
た
し
、
自
分
が
見
捨
て
る
べ
き
で
は
な
い
妊
婦
に
対
し
て
だ
け
、
義
務
を
負
う
の
で
は
な
い
一
彼
は
、
結
局
は
自
分
の
も
の

講

で
あ
る
子
供
に
対
し
て
も
、
同
様
に
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
。

11 

刑
法
の
有
効
性
へ
の
疑
問

妊
娠
中
絶
を
防
止
す
る
主
た
る
責
任
を
刑
法
に
期
待
し
て
い
る
者
は
、
失
望
す
る
覚
悟
が
必
要
で
あ
る
。
妊
娠
中
絶
の
頻
度
と
理
由
に
関

(
げ
)

そ
の
訴
追
と
処
罰
に
関
す
る
デ
!
タ
と
同
様
に
、
概
し
て
非
常
に
乏
し
く
、
国
に
よ
っ
て
か
な
り
異
な
る
。
現
段

す
る
経
験
的
デ

l
タ
は
、

階
で
は
、
規
制
モ
デ
ル
と
妊
娠
中
絶
の
頻
度
と
の
関
連
性
に
係
わ
る
重
要
な
政
策
問
題
に
つ
い
て
、
確
実
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

方
で
は
、
我
々
の
研
究
が
時
々
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ザ
『
。
円
Z
2
2
3
の
規
定
を
有
す
る
国
は
ぜ
2
1
宮
市
ョ
の
規
定
を
有
す
る
国
よ
り

あ
る
国
が

d
g
l
E巾
ョ
の
規
定
を
有
す
る
か
ら
、

(
時
)

d
g
t門
町

2
2
3
の
規
定
を
有
す
る
国
よ
り
も
妊
娠
中
絶
の
割
合
が
低
い
と
い
う
こ
と
も
、
証
明
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。

も
妊
娠
中
絶
の
数
が
多
い
と
、
単
純
に
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
方
で
は
、

現
代
社
会
に
お
い
て
、
妊
娠
中
絶
に
厳
格
な
法
的
制
裁
を
加
え
て
威
嚇
し
て
み
て
も
、

H

特
別
予
防
u

(
即
ち
、
現
実
の
犯
罪
者
の

H

社
会

復
帰
化
が
と
保
安
化
)
及
び
(
潜
在
的
な
犯
人
の

H

抑
止
N

と
し
て
の
)

H

一
般
予
防
H

の
点
で
、
特
別
の
予
防
的
効
果
が
な
い
こ
と
は
、

国
際
的
経
験
並
ぴ
に
圏
内
的
経
験
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
現
実
に
行
わ
れ
た
妊
娠
中
絶
の
数
(
未
確
認
で
あ
る
が
非
常
に
高
い
と
推
定
さ
れ

る
)
と
、
有
罪
判
決
の
少
な
さ
と
の
聞
に
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
制
限
的
な
規
制
を
伴
う
制
度
の
特
徴
で
あ

る
。
規
制
の
た
め
の
慎
重
で
、
厳
格
す
ぎ
る
と
も
思
わ
れ
た
試
み
が
、
特
定
の
国
々
で
は
む
し
ろ
、
規
制
の
強
化
で
は
な
く
、
遡
及
的
に
非

犯
罪
化
の
傾
向
を
助
長
し
て
い
る
こ
と
は
、

テ
レ
ビ
の
特
別
番
組
が
大
々
的
に
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
妊
娠
中
絶
を
規
制
す
る
制
限
的
な
基

北法44(6・352)1764 



準
に
実
効
性
が
欠
け
る
の
は
、
厳
格
な
法
律
と
、

よ
り
自
由
な
社
会
の
態
度
と
の
相
違
に
関
連
し
て
い
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
決
定
的
な
要
因

は
、
妊
娠
中
絶
行
為
に
対
す
る
態
度
で
あ
る
。
通
常
、
こ
の
犯
罪
に
は
、
告
訴
の
適
格
が
あ
る
被
害
者
が
存
在
せ
ず
、
中
絶
行
為
が
密
室
で

犯
さ
れ
、
全
て
の
関
与
者
が
、
皆
、
中
絶
行
為
の
隠
ぺ
い
に
熱
心
で
あ
る
た
め
刀
法
と
秩
序
μ

の
原
則
を
委
任
さ
れ
た
訴
追
主
体
は
、
困
難

な
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
。
余
病
の
た
め
手
術
後
の
治
療
が
必
要
と
な
り
、
妊
娠
中
絶
が
世
間
に
知
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、

(
問
)

い
の
で
あ
る
。

ほ
と
ん
ど
な

そ
れ
故
、
法
的
規
制
の
違
い
と
は
別
に
、
あ
る
国
で
は
他
の
国
よ
り
妊
娠
中
絶
が
多
い
こ
と
に
は
、
他
の
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

例
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
女
性
は
、
医
師
と
相
談
し
た
少
な
く
と
も
六
日
後
に
妊
娠
中
絶
を
許
さ
れ
る
が
、
そ
の
聞
に
女
性
は
か
慎
重
な

決
定
μ

に
至
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
相
談
が
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
他
の
基
準
が
考
え
ら
れ
る

と
し
て
も
、

オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
妊
娠
中
絶
の
数
が
他
の
諸
国
よ
り
も
少
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
違
い
の
理
由
は
、

ト
品

h
リ
向
日

お
そ
ら
く
、

由
な
オ
ラ
ン
ダ
の
妊
娠
中
絶
規
定
で
は
な
く
、
関
係
諸
国
の
他
の
副
次
的
な
条
件
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

良
い
避
妊
と
予
防
の
助
言
、
こ
と
に
よ
る
と
、
妊
婦
へ
の
よ
り
多
く
の
給
付
金
と
関
連
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ドイツにおける妊娠中絶法の改革

以
上
が
実
情
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、
刑
法
の
適
用
を
第
一
に
考
え
る
よ
り
も
、
妊
娠
中
絶
問
題
に
対
処
す
る
よ
り
良
い
社
会
的
方
法

に
注
意
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
妊
娠
中
絶
が

n

裁旦一塁
μ

の
問
題
で
は
な
く
、
緊
急
状
態
に
お
け
る
解
決
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、

(
初
)

最
も
可
能
な
態
様
で
全
て
の
関
与
者
の
利
益
に
か
な
う
規
制
を
見
い
だ
す
べ
き
で
あ
る
。

12 

一
九
九
二
年
六
月
の
新
た
な
ド
イ
ツ
妊
娠
中
絶
法

前
述
し
た
よ
う
に
、
一
九
九
二
年
六
月
二
五
日
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
は
、

EUg--ロ
ペ
又
は
ぜ
『
。
与
2
2
3
に
一
方
的
に
片
寄
る
こ
と
な
く
、

よ
り

北法44(6・353)1765



i寅

と
も
か
く
も
、
両
者
の
中
間
で
妊
娠
中
絶
法
に
決
着
を
つ
け
た
。
対
立
す
る
極
端
な
草
案
、
即
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
党
の
少
数
グ
ル
ー
プ

(

幻

)

(

幻

)

に
よ
る
非
常
に
限
定
的
な

EUS--ロ
ベ
の
草
案
と
、
旧
東
ド
イ
ツ
社
会
党
を
継
承
す
る
グ
ル
ー
プ
、
及
ぴ
、
主
に
東
ド
イ
ツ
に
基
礎
を
持
つ

(
お
)

改
革
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
二
つ
の
極
め
て
自
己
決
定
的
な
ぜ
g
t
n
F
2
2
z
の
草
案
は
無
視
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
主
た
る
議
会
で
の
論
争
は
、
キ

(

M

)

(

お

)

(

お

)

リ
ス
ト
教
民
主
党
の
多
数
に
よ
る
穏
健
な
ぜ
吋
Ol--P3
の
草
案
と
、
社
会
民
主
党
、
自
由
民
主
党
に
よ
る
、
二
つ
の
多
か
れ
少
な
か
れ

講

ぜ

5
1円
F
2
2
3
を
志
向
す
る
草
案
に
集
中
し
た
。
こ
れ
ら
の
草
案
が
、

い
ず
れ
も
連
邦
議
会
で
十
分
な
多
数
を
獲
得
で
き
な
い
見
通
し
と
な

っ
た
後
、
社
会
民
主
党
と
自
由
民
主
党
は
、

(
幻
)

け
入
れ
ら
れ
る
草
案
で
同
意
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
草
案
は
、
賛
成
三
五
五
一
反
対
二
八
三
一
保
留
一
六
の
予
期
し
な
か
っ
た
明
白
な
多

(
お
)

数
票
を
獲
得
し
た
。

一
定
の
ぜ
『
。

Jzr=
の
要
求
も
認
め
て
い
る
た
め
キ
リ
ス
ト
教
民
主
党
の
か
な
り
の
者
に
も
受

(m) 

こ
こ
で
は
、
非
常
に
包
括
的
な
H

妊
婦
及
び
家
族
援
助
法
u

の
全
規
定
を
示
す
十
分
な
余
地
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
同
法
は
、
妊
娠
中
絶
の

み
な
ら
ず
、

む
し
ろ
家
族
計
画
と
避
妊
に
関
す
る
多
様
な
問
題
を
主
に
扱
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
妊
娠
初
期
三
か
月
内
の
中
絶

の
許
容
性
に
関
連
し
、
多
く
の
諸
国
と
同
様
、
特
に
議
論
さ
れ
て
き
た
刑
罰
規
定
の
み
を
紹
介
し
た
い
。
妊
娠
中
絶
の
一
般
的
禁
止
を
規
定

す
る
ド
イ
ツ
刑
法
二
一
八
条
の
後
で
、
一
二
八
条

a
一
項
は
、

そ
の
免
除
を
設
け
た
一

H

妊
娠
中
絶
が
違
法
で
な
い
の
は
、

(
自
己

1
.
妊
婦
が
妊
娠
中
絶
を
要
求
し
、

か
っ
、
(
特
定
の
)
証
明
書
に
よ
っ
て
、
手
術
の
少
な
く
と
も
三
日
前
に
、
彼
女
が

の
緊
急
状
況
あ
る
い
は
葛
藤
状
況
に
関
し
て
)
相
談
を
受
け
た
こ
と
を
証
明
し
、

2
.
妊
娠
中
絶
が
医
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、

か
てコ

3
.
受
胎
後
二
一
週
を
越
え
る
期
間
が
経
過
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
o
u

こ
の
規
定
の
背
後
に
あ
る
理
由
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
一

北法44(6・354)1766



山
生
命
に
対
す
る
憲
法
上
の
権
利
は
、
胎
児
の
生
命
に
対
し
て
も
保
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
妊
娠
中
絶
は
、
単
な
る
一
面
的
な
自
己

決
定
行
為
で
は
あ
り
得
ず
、
利
益
の
衡
量
が
必
要
で
あ
る
。

凶
女
性
は
、
相
当
な
助
言
及
び
財
政
的
援
助
を
含
む
相
当
な
援
助
を
受
け
た
な
ら
ば
、
防
止
し
得
た
と
思
わ
れ
る
妊
娠
中
絶
を
避
け
る
た
め
、

妊
娠
中
絶
の
決
定
前
に
一
穫
の

H

社
会
的
相
談
H

を
受
け
る
義
務
が
あ
る
。

ωし
か
し
、
も
し
も
彼
女
が
妊
娠
中
絶
を
決
意
す
れ
ば
、
そ
の
決
定
は
、
胎
児
の
生
命
に
対
し
て
正
当
な
敬
意
を
払
っ
た
意
識
的
な
自
己
責

任
行
為
と
し
て
、
究
極
的
に
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
(
そ
し
て
、
単
な
る
一
面
的
な
自
己
決
定
行
為
と
は
見
な
さ
れ
な
い
)
。

同
女
性
に
対
す
る
援
助
は
、
刑
罰
に
よ
る
威
嚇
よ
り
も
効
果
的
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
新
法
は
、
女
性
が
ぜ

g
E
mョ
の
選
択
を
す
る
こ
と

を
促
進
し
う
る
い
く
つ
か
の
社
会
的
手
段
を
規
定
し
て
い
る
。

(
上
記

7
で
述
べ
た
)

H

葛
藤
を
志
向
す
る
対
話
モ
デ
ル
U

に
非
常
に
近
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

よ
り
制
限
的
な
ぜ

2
1
2巾
3
の
草
案
の
採
決
に
失
敗
し
た
キ
リ
ス
ト
教
民
主
党
の
多
数
は
、
こ
の
規
定
を
非
常
に
ぜ

3
1
n
F
2
2
3
的
な
方
向

容
易
に
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
規
定
は

に
あ
る
と
と
ら
え
た
。
そ
こ
で
同
党
の
訴
え
の
資
格
を
有
す
る
一
派
は
、

キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
が
指
揮
す
る
バ
イ
エ
ル
ン
州
と
共
に
、
連

ドイツにおける妊娠中絶法の改革

邦
憲
法
裁
判
所
に
正
式
の
訴
え
を
提
起
し
て
新
法
の
違
憲
性
を
主
張
し
た
。

13 

一
九
九
三
年
五
月
の
憲
法
判
断

連
邦
憲
法
裁
判
所
が
新
法
の
合
憲
性
を
適
正
に
審
査
す
る
前
に
、
そ
の
刑
罰
規
定
の
執
行
を

H

暫
定
的
命
令
“
に
よ
っ
て
一
時
停
止
さ
せ

(

初

)

(

剖

)

た
こ
と
は
、
驚
き
で
は
な
か
っ
た
。
更
な
る
非
難
、
特
に
、
妊
娠
の
初
期
二
一
週
以
内
に
相
談
を
受
け
た
後
に
な
さ
れ
た
医
療
的
妊
娠
中
絶

を

ρ

違
法
で
な
い
d

と
宣
言
し
た
前
述
の
一
二
八
条

a
一
項
に
対
す
る
非
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
法
が
支
持
さ
れ
る
期
待
は
、

な
お
存
在

北法44(6・355)1767 



j寅

(

幻

)

(

お

)

し
た
。
し
か
し
一
九
九
三
年
五
月
二
八
日
に
裁
判
所
の
判
断
が
言
い
渡
さ
れ
た
時
、

ど
ち
ら
の
側
も
明
ら
か
に
勝
訴
し
た
の
で
は
な
い
こ
と

g
‘・
J
川
川
ヨ
『
4
4
d

〆
'
・
0

4
H吋
恥
市
1
聞
凶
ソ

l
レ
サ
人

ま簿

』
の
判
決
の
主
た
る
主
張
は
、
以
下
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
得
る

川
非
常
に
議
論
の
あ
っ
た
一
二
八
条

a
一
項
は
、

そ
の
実
体
的
な
要
件
は
支
持
さ
れ
た
も
の
の
、
法
的
な
帰
結
は
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。
女

性
が
緊
急
状
況
又
は
葛
藤
に
関
し
て
義
務
的
な
相
談
を
受
け
た
後
、
妊
娠
初
期
二
一
週
以
内
に
な
さ
れ
た
医
療
的
妊
娠
中
絶
は
非
犯
罪
化
さ

れ
る
が
、
処
罰
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
非
犯
罪
化
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
一
そ
れ
は
し
か
し
、
な
お
H

違
法
u

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

(
そ
れ
は
、
二
一
八
条

a
一
項
が
、
同
条
所
定
の
妊
娠
中
絶
を

n
違
法
で
は
な
い
H

と
宣
言
す
る

ω妊
娠
中
絶
を
完
全
に
適
法
化
す
る
こ
と

こ
と
で
達
成
し
よ
う
と
し
た
目
的
で
あ
っ
た
)

な
く
非
犯
罪
化
す
れ
ば
、
明
確
か
つ
公
平
に
決
定
し
が
た
い
帰
結
が
広
範
囲
に
生
じ
る
で
あ

ろ、っ。

し
か
し
な
が
ら
既
に
判
決
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
一
妊
娠
中
絶
は
、
な
お
違
法
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
判
決

一
つ
の
帰
結
は
、

は
、
こ
の
種
の
妊
娠
中
絶
に
対
す
る
社
会
保
障
計
画
を
無
効
と
し
た
。

山
川
更
な
る
帰
結
と
し
て
は
、
ぷ
温
法
な
H

妊
娠
中
絶
に
関
与
す
る
医
者
及
び
病
院
と
の
契
約
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
判
決
の
多
数
意
見
は
、

そ
の
判
断
を
差
し
控
え
た
。

凶
他
方
で
判
決
は
、
医
者
に
は
、
妊
娠
中
絶
に
必
要
な
法
的
要
件
の
充
足
を
確
認
す
る
責
任
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

間
判
決
は
、
妊
婦
に
対
す
る
相
談
の
目
的
と
方
法
に
つ
い
て
特
に
強
調
し
て
い
る
。
一
二
九
条
の
新
た
な
相
談
規
定
の
目
的
は
、
妊
婦
に
H

責

任
あ
る
良
心
的
な
自
己
決
定
μ

ひ
い
て
は
、
女
性
の
自
己
責
任
、
並
び
に
、
出
生
前
の
生
命
の
高
い
価
値
を
認
め
る
こ
と

の
準
備
を
さ
せ
、

に
あ
る
。
し
か
し
判
決
は
、
こ
の
規
定
を
不
十
分
だ
と
考
え
、
憲
法
は
女
性
に
対
し
て
妊
娠
を
出
産
ま
で
継
続
す
る
こ
と
を
H

奨
励
μ

い
る
と
判
示
し
た
。
更
に
判
決
は
、
こ
の
重
要
な
相
談
の
任
務
が
責
任
を
も
っ
て
遂
行
さ
れ
る
た
め
に
は
、
相
談
は
、
特
に
-
認
可
さ
れ
た
相

談
者
に
よ
っ
て
の
み
行
わ
れ
、

か
っ
、
規
則
的
で
公
的
な
監
督
に
服
す
べ
き
だ
と
判
示
し
た
。

北法44(6・356)1768
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タ
イ
プ
で
打
た
れ
た
二

O
O
頁
以
上
の
こ
の
憲
法
判
断
に
は
、
確
か
に
、
コ
メ
ン
ト
あ
る
い
は
批
判
に
値
す
る
多
く
の
点
が
含
ま
れ
て

(

泌

)

(

お

)

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
判
断
に
一
貫
性
が
無
い
こ
と
は
、
以
下
の
論
評
で
十
分
要
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
一
一
方
で
判
決
が
、
相
談
モ
デ
ル
は

一
面
的
な
ぜ
『
Ol--同
べ
な
い
し

d
g
l
n
F
2
2
3
モ
デ
ル
の
改
善
で
あ
ろ
う
と
認
め
る
点
は
、
注
目
に
値
す
る
前
進
で
あ
る
。
他
方
で
こ
の
判

決
は
、
全
て
の
相
談
の
要
件
を
完
全
に
充
た
し
て
行
わ
れ
た
妊
娠
中
絶
で
す
ら

N

法
的
に
承
認
し
な
い
H

と
述
べ
る
こ
と
で
、

一
貫
性
の
無

さ
を
露
呈
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

お
そ
ら
く
更
に
悪
い
こ
と
に
、
こ
の
判
決
は
女
性
の
責
任
の
基
礎
を
崩
す
点
で
社
会
福
祉
に
逆
行
す
る
こ

と
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
幸
い
に
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
裁
定
は
最
後
の
命
令
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
議
会
は
、
再
び
、
妊
娠
中
絶
に
関
す
る
新
た
な
刑
法

を
可
決
す
べ
く
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
作
業
は
、
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
た
非
常
な
制
約
の
下
で
は
容
易
で
な
い
で

あ
ろ
う
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
暫
定
的
な
命
令
が
、

ど
の
よ
う
に
し
て
新
法
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
の
か
は
、
当
分

い
つ
、
あ
る
い
は
、

の
間
誰
に
も
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ドイツにおける妊娠中絶法の改革

(
1
)
一
一
つ
の
ド
イ
ツ
の
妊
娠
中
絶
法
の
、
よ
り
詳
細
な
比
較
に
つ
い
て
は
己

h
P
R
5
〉

ω
n
F
E
Z
¥
国

-
P
F『
邑
巾
ア
宍
o
g
g
g
g『
N
E
B

∞
門
『
白
『
岡
市
認
定
吉
門
戸
立
与
包
・
玄
ロ
ヨ
円

F
E
E
-
〈
O

『σ巾ヨ
N
E
m
N
H
∞
合
ム
匂
(
官
官

-
E
S
t
-印
コ
)
・
連
邦
ド
イ
ツ
法
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
し
く
は

(
#
失
話
回
で
)
丘
、
山
町
白
鳥
R

河
市
営
『
ヨ
O
四円『岡市の
2
・
目
白
ロ
〉
σ
C
『E
C
ロ
「
虫
宍
明
，
H

「
回
同
開
同
司
巾
『
毘
ロ
円
巾
M
Y
F
ロ
ω
品
〉
自
巾
ユ
門
出
口
』
。
=
「
口
出
-
o
『
(
い
D
g℃国「白色〈巾
F
M
Z戸

宮
古
・

ω
。。一
ω
∞ω

(
2
)
(リ『
-h-
町的ミ・

0
2
Z円
Fm
開
g
F
S円一己『巾「悶田口四回目)「
O
Z市岡田町田昌∞円「同町『巾円『
?
S
H
ω
∞
の
D
一
三
由
自
包
巾
『
〆
〉
『
円
E
〈
同
巴
「
的
門
『
白
骨
2
Z
H
匂
匂
Y
H
)

N
ム]戸
l
N
∞∞(即時い℃・
N

品川町田
J

N

印
ω
回日・)・

(
3
)
新
た
な
妊
娠
中
絶
法
、
及
び
、
そ
の
部
分
的
な
無
効
に
関
し
て
、
よ
り
詳
し
く
は
以
下
の
ロ
、
日
節
を
参
照
。

(
4
)

与
・
同
号
、
¥
同

C
-
R号
』
ア
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
、
∞
nF45口問。
3
与
え
丹
Z
F
F
E与

E
g
g『口白色。
E
-
g
〈巾『間
-
2
n
r
m巾
n
r
z
R
Z

北法44(6・357)1769



i寅

河巾
m
州市戸
E
口
問
内
ロ
∞
C
N
S
-
巾
初
白
『
富
市
ロ
F
巾
任
口
問
巴
口
問
巾
ロ
l

開
ヨ
℃
弓
回
目
門
町
市
の
『
ロ
ロ
色
色
白
押
巾
ロ
・
勺
出
『
円
同
一
開
E
「O
匂
M
Y

∞
担
且
巾
ロ
ー
∞
白
色
角
川
口
同
匂
∞
∞
司
苛
白
『
門

N
一
〉
ロ
岳
巾
「
巾
巴
同
，
C
古川
F

F
E
E∞
。
・
外
国
法
に
関
す
る
以
下
の
参
考
文
献
は
、
こ
の
編
集
さ
れ
た
研
究
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
最
初
の
比
較
法
的
考
察
に
つ
い
て
は

え
図
。
。
回
同

R-r
河町内

Z
Eロ
B
2・
白
出
回
込
町
的

ω円
『
項
目
口
町
内
『
印
円
FMWP印白
σ
F「=円古田

F
B
E丹
市
『
口
忠

5
ロ
包
め
ロ
〈
巾
「
也
市
同
門
戸

5
・
N
2
Z円『「
F
P
E『
門
同
月
岡
町
田
町
田
丹
市

∞丹『白『『巾円
F
Zヨ
∞
田
吉
田
円
Z
P
(
N
ω
件
当
)
句
、
吋

(Hmw
∞
印
)
・
若
-
H
C
ム
ω
l
H
O
Y凶
・
又
、

kp
町
認
可
¥
町
・
。

-
R
R
P・
2
包
己
完
『
宮
『
巾
g
E
E
O
Z
M
W
問
。
口
。
コ

2
5ユ
巾
回

目
印
宮
『
凹
呂
O
島市

=
J
S
H
切
言
苦
言
怠
¥
見
・
ト

-
C
E
S町
、
¥
勾
・
』
円
、
』
』
ミ
¥
叫
，

r・
円
、
室
内
ぎ
ミ
(
旦
∞
-
Y
陥

N
H
∞
回
目
〈
巾

2
5
Zロ
ロ

2
g喜
一
回
口
門
戸
叶
号
百
四

g・

5
S・
3
・
N
H
l
話
・
最
近
の
妊
娠
中
絶
に
係
る
法
と
実
務
の
国
際
的
状
況
に
関
す
る
、
他
の
見
解
と
し
て
は
、
河
-
n
S
F
〉

F
O
E
S
F
5
自己

旬。
E
g
g
-
【

U
F
白
z
mロ
四
巾
印
即
ロ
品
。
司
旬
。
ュ

z
E門
戸
市
少
百
一
】
=
庁
内
「
ロ

mwzcロ
包

]
O
E
『
EHW}

。
向
。
『
口
町
内
D-o問
可
除
。

σ
2
2ユ
円
印

H
m
v
∞
m
y
ω
Z
u
-
-
ω
-
U
同
】
・
。
]
戸
∞
叶
一
-
凶

-
R

M引き旬

EHF-EE内
包
〉

F
D
Z
M
O
R
〉
要
。
「
迂
河
町
〈
お
宅
-
早
川

W0・
百
九
一

F
E
-ミ
苫
包
白

5
問

3

3
胃
2
2
2
M
M
2
3
0
)
-
U
ち
呂
l

∞匂

(
5
)
統

一

条

約

(

一

九

九

O
年
八
月
一
一
一
一
日
の
統
一
条
約
、

E
E
g常
招
反
豆
島
“
∞
の
∞
戸
国
匂
∞
∞
匂
)
九
条
二
項
、
及
び
、
付
録

E
、

B
、
田
章
、

c、
I
、
恥

4
0

(
6
)
こ
の
モ
デ
ル
を
説
明
す
る
た
め
に
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
凶
と
ベ
ル
ギ
ー
倒
の
法
律
の
関
連
規
定
を
引
用
す
る
い

凶
妊
娠
中
絶
に
関
連
す
る
、
一
九
七
五
年
六
月
二
一
一
日
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
法
の
一
、
二
節
(
抜
粋
)
一

一
条
社
会
は
、
全
て
の
子
供
の
た
め
に
、
安
全
な
幼
児
期
に
と
っ
て
必
要
な
事
項
を
、
で
き
る
限
り
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
作
業
の
一
貫
と
し
て
、
社
会
は
全
て
の
人
々
に
、
道
徳
的
な
支
援
、
生
活
事
実
の
説
明
、
共
同
生
活
の
疑
問
に
関
す
る
知
識
を
与
え
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
っ
、
妊
娠
中
絶
の
数
を
で
き
る
だ
け
低
く
抑
え
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
す
る
責
任
あ
る
態
度
を
育
成
す

る
た
め
の
家
族
計
画
を
提
供
す
る
。

二
条
妊
娠
が
女
性
に
重
大
な
困
難
を
も
た
ら
す
の
で
あ
れ
ば
、
女
性
に
は
、
社
会
が
彼
女
に
提
供
し
う
る
援
助
に
つ
い
て
の
情
報
と
助

言
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
女
性
は
、
こ
の
助
言
に
対
し
て
、
最
終
的
に
は
自
分
で
態
度
決
定
で
き
る
権
利
を
有
す
る
。

聞
も
し
も
女
性
が
、
五
条
二
項
一
文
に
従
っ
た
助
言
並
ぴ
に
前
述
し
た
情
報
等
を
与
え
ら
れ
た
後
に
、
な
お
妊
娠
を
継
続
し
え
な
い
と
考

え
る
な
ら
ば
、
手
術
が
妊
娠
一
二
週
以
前
に
行
わ
れ
、
か
っ
、
大
き
な
医
療
上
の
難
点
が
存
在
し
な
い
限
り
、
彼
女
は
最
終
的
に
妊
娠
中

絶
に
関
し
て
自
ら
決
定
を
下
す
。

倒
一
九
九

O
年
四
月
三
日
の
法
典
に
お
け
る
ベ
ル
ギ
ー
刑
法
三
五

O
条
(
抜
粋
)
一

山
(
原
則
と
し
て
妊
婦
は
可
罰
的
で
あ
る
)

講

北法44(6・358)1770



件 (jj
1 (f) し

七ず
行、
わ
山妊

Z坦一明、
2Z健
尺康

l;;t装
犯主

T草
はモ
かヲ

ー主
r~ 弾五

よ表
況

あ
り

し
か
も
こ
の
手
術
が
以
下
の
条

か
っ
、
医
者
に
妊
娠
中
絶
を
求
め
、

ドイツにおける妊娠中絶法の改革

ヮ
“
:
:
:
・

決
定
の
理
解
、
及
び
、
妊
婦
が
医
者
に
妊
娠
中
絶
手
術
を
求
め
る
前
提
と
し
て
の
緊
急
状
況
は
、
本
項
の
条
件
が
遵
守
さ
れ
る
限
り
、
疑

わ
れ
な
い
o
u

(7)
実
際
に
は
こ
の
種
の
モ
デ
ル
は
、
最
初
、
ド
イ
ツ
議
会
の
議
長

E
E
E
a苦
ミ
F
E
M
E
M包
富
山
g
g
E三冊目ロ
g
の
2
2
N
g
N
E
E
W
E
C
号∞

z
g
g
f
u
z
g凹円
E
C間
内
認
定
品
広
島
市
『
の
『
5
2国間巾

ι
g
〈
2
R
E担問巾田市戸口市凹，
d
「伊丹片
g
g
a
g
z
N
E『
〈
巾
「
σ巾回目巾吋巴ロ向島
g
r
z
z
E
g
b
g

E田岡市一
σC『
巾
ロ
巾
ロ
戸
市
ず
巾
口
凹
』
百
四
巾
2
=窓口

u
g
g
n
F
Eロ門戸

5
・
E凶
-
h
s』(邑)喧叩
NH∞
何
百
の
吋
巾
ロ
NE--
己何回見巾円
FZ-
↓
ロ
ロ
ヨ
岡
市
『
宮
巳
巾
コ
包
同
市
ロ

Z
「
め
∞
-

悶
〈
白
ロ
岡
市
ご
印
円
『
巾
〉
}
内
白
色
自
己
巾
↓
ロ
門
N
E四
回

mxwr
司

U
H
H斗
tHNN-
に
よ
っ
て
、
'
同
HH白
書
怠
hp-

∞円
F
Z
R
品
巾
印
ロ
ロ
四
巾
σ。
『
巾
口
市
ロ
戸
市
F巾
ロ
印
回
同
国
岡
市
巾
E
Zロ

ロ
2
g
n
F
E
E
l何百円同『
5
2
垣内問・

5
E
3
ω
ヂ
主
に
よ
る
説
明
と
と
も
に
提
出
さ
れ
た
。

(8)
ド
イ
ツ
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

(9)
即
ち
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
(
対
話
モ
デ
ル
)
と
同
様
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
旧
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
(
期
限
モ
デ
ル
)
に
お
い
て
。

(
叩
)
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
(
期
限
モ
デ
ル
)
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
(
適
応
モ
デ
ル
)
に
お
け
る
よ
う
に
。
他
方
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
や
ス
ペ
イ
ン
の
よ
う
に
、

相
談
制
度
を
ま
だ
設
け
て
い
な
い
改
正
法
も
、
な
お
存
在
す
る
。

(日
)

H

自
ら
が
責
任
を
負
う
べ
き
μ

決
定
の
可
能
性
は
、
特
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
相
談
は
、
妊
婦
に
妊
娠
中
絶

が
避
け
ら
れ
な
い
の
か
考
え
直
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
に
お
け
る
表
現
つ
妊
娠
中
絶
に
関
す
る
全
て
の
問
題
を

完
全
に
知
っ
た
上
で
決
定
が
十
分
検
討
さ
れ
た
し
と
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
表
現
つ
女
性
が
、
胎
児
の
生
命
に
対
す
る
自
己
の
責
任
を
十
分

に
考
え
、
意
識
し
た
後
に
、
自
己
の
自
由
意
思
で
行
動
す
る
こ
と
を
決
定
H
)

は
似
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
の
規
定
は
、
逆
に
、
妊
婦
に
妊
娠
を
継

続
す
る
旨
説
得
す
る
こ
と
を
、
よ
り
明
確
に
意
図
し
て
い
る
。

(
ロ
)
匂
志
向
N言
"
R
R
∞
円
『
垣
吉
岡
巾
『
印
円
E
P
Z口
弘
∞
円
『
者
向
山
口
問
巾
『
凹
円
宮
常
的
白
寸
寸
「
ロ
円
F
0
5
月
♀
-m
島市国「巾同
2
E
q
Z口明
NH
∞
ω件。∞

σ
2
号「開門戸仲田口
r
E
E岡田

同
国
ロ
昔
話

σ
2『丘町巾白巾『同吋
B
E
E
-
N
E
E
-
'
F
2
t日
間

5

2
・
3
-
N
5
p・
3
N
3
g
e
我
々
の
犯
罪
学
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
、

そ
の
他
の
経
験
的
デ
ー
タ
は
、
ミ
-
h
h
gゐ言。，同町民
mEF
〉
『
江
口
E
m
n
z
d司
釦
ロ
岡
市
『
∞
与
え
門
的
印
σσ
『
EFE
巴
口
市
町
呂
田
出
ユ
R
Z
C
E
R
E円
FEE悶

NE『
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I寅

-
B
1
2
2
g
t
D
ロ
己
冊
目
吋
巾
向
。
『
自
足
『
丹
市
ロ
m
N
H
∞
∞
5
P
F
2
F
E
『
間
早
∞
少
及
び

C

民
間
5
1
t
弓
回
目
吉
田
凹
2
5
『
5
2
母
ロ
∞
門
『
者
自
明
司
『
印
与
え
丹
回

忌
σ
『
巴
円
言
明
石
5
E
回
日
開
包
口
市
的
巾
目
立
『
岡
田
喜
g
m，C
『印円FEロ岡田刀『
O
』
巾
E
P
R
〉

5
-
S
E
E
-
内
ロ
ロ
円
四
N
2
円
崎
市
凹
門
E
S
F

図
工
¥
g・
3
-
N
H
E
の
中
に
見

い
だ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
一
九
八
三
年
の
ト
ル
コ
の
人
口
計
画
法
は
、
妊
婦
が
結
婚
し
て
い
る
場
合
に
は
妊
娠
中
絶
に
対
す
る
夫
の
同
意
を
要
求
し
て
い
る
。
し
か
し

違
反
は
、
重
大
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

(H)
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
も
、
予
想
さ
れ
る
子
供
の
父
親
は
、

H

理
由
が
あ
る
と
息
わ
れ
る
な
ら
ば
:
:
:
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
機
会
d

を
与
え
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
八

O
年
五
月
二
二
日
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
委
員
会
は
、
夫
及
ぴ
父
親
に
な
り
得
る
者
が
、
自
己
の
私
生
活
及
び
家

族
生
活
を
尊
重
さ
れ
る
権
利
に
は
、
妻
が
望
ん
で
い
る
妊
娠
中
絶
に
つ
い
て
聴
聞
を
受
け
る
権
利
は
含
ま
れ
な
い
、
と
決
定
し
た
(
E
Z
口
事
件

一
切
口
円
。
匂
釦
昨
日
口
町
め
の
E
口
弘
同
・
2
Z
?
N
2
Z
円
F
2
P
H
m
w
∞
「
℃
℃
-
N
O
回
目
)
。

(日
)
C
D
U
(
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
)
は
、
妊
娠
中
絶
の
問
題
に
関
し
て
、
か
な
り
制
限
的
で
保
守
的
な
見
解
を
主
張
す
る
。
他
方
、

S
P
D
(
ド

イ
ツ
社
会
民
主
党
)
は
、
よ
り
リ
ベ
ラ
ル
な
の
で
、
社
会
的
手
段
に
よ
る
改
善
を
望
ん
で
い
る
。

(
日
)
切
・
旬
。
』
N
E
号
、
(
上
記
(
臼
)
を
見
よ
)
-
3
目
白
。
目
的
・

(
げ
)
ド
イ
ツ
に
関
す
る
研
究
は
、
我
々
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ク
研
究
所
の
犯
罪
学
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
一
同
・
亡
霊
-

閉山コ巳丹己E口問印〈巾『同国『『巾ロ・

ω円
吋
田
町
〈
巾
『
内
c
-
間
口
口
問
的
l
巴
ロ
【
同
∞
田
口
r
t
D
=
日
間
】
『
巴
己
目
σ
2
g
∞
円
『
阿
君
但
ロ
岡
市
『
印
円
『
回
釦
昨
日
m
w
σ
σ
『
ロ
円
F
・
冨
白
丹
巾
『
g
-
-
2
-
N
E
『
間
目
立
市
同
国
巾
ロ
g
z
o
ロ

門
田
巾
凶
『
巾
向
。
『
B
F
巾
『
門
司
ロ
m
N
H
∞
∞
円
。
∞
.
司
2
5
=
『
間
同
市
w
m
W
0
.
ま
た

h.
ド『・、之宮司令PF∞円『Md司恒国間mZ円『回目凶『円凹白σσ『ロ円Flm自ヨュ印nF巾

C
口仲巾『印巴円EE口問冊目N巴『

問
自
立
巾
自
巾
ロ
門
出
巴
。
=
仏
巾
「
的
門
司
由
同
『
巾
円
宮
-
E
F
S
F
四
=
z
m
E
ロ
向
島
冊
目
∞
円
F
d
司
即
巴
岡
市
『
凹
内
町
民
門
的
白
σ
σ
『
E
z
-
-
口
一
み
・

ph吋
¥
C
R
S認
可
¥
問
要
3
h吉弘(巾品目・)-

N
耳
2
Z
M
P
M
E
S
E
-
u
c
-
ロ
回
目
円
四
回
巾
的
問
。
-
-
o
a
g
z
g
u
σ
巾
「
∞
可
え
『
巾
円
『
円
ロ
ロ
己
穴
「
F
E
E
D
-
。
四
一
タ
回
同
己
2
7
回
白
色
2
M
H
匂
∞
m
p
同
)
唱
-
H
匂
印
1
N
N
N
(
N
O
m
印
E
)

・

(
時
)
詳
細
に
つ
い
て
は
衰
2
を
参
照
。

(
叩
)
出
産
可
能
な
年
齢
の
全
て
の
女
性
を
、
定
期
的
に
保
健
当
局
が
調
査
す
る
こ
と
は
、
妊
娠
中
絶
を
一
貫
し
て
予
防
す
る
こ
と
に
役
立
つ
|
こ

れ
は
実
際
、
ル
ー
マ
ニ
ア
で
は
時
々
計
画
さ
れ
た
|
。
し
か
し
こ
の
規
制
は
、
こ
れ
ほ
ど
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
は
な
い
が
、
こ
れ
に
相
当
す
る

自
由
主
義
諸
国
で
の
規
制
手
段
と
同
様
に
、
望
ま
し
く
も
な
い
し
実
行
可
能
で
も
な
い
。

3

(
却
)
私
自
身
の
法
的
|
政
治
的
見
解
に
関
し
て
は
、
門
戸
、
A
-
P
E
P
F
耳
目
岡
市
Z
n
g
p
g
z
z
n
E
2
5
F
S
の
E
E
4
2
ュ
。
コ
自
片
岡
市
『
出
口
同
=
ロ
ヰ

2
3『
『
巾
円
F
?
戸
口
一
N
2
z
n
F
『
H
P
E
『
河
内
円
宮
田
旬
。
-
E
r
N
K
H
(
H
m
w
m
w
H
)
噌目当
-
N
m
E
H
t
N
@
∞
-
又
、
発
表
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
み
・
閃
た
司
¥
向
。
・
同
R
E
F

講
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Schwangerschaftsabbruch: Auf dem Weg zu einer Neuregelung， Baden-Baden 1992， pp. 85-107， pp. 162-226 

(お)Werner穂町(etal.) G“Entwurf eines Gesetzes zum Schutz der ungeborenen Kinder"， Bundestag-Drucksache 1212875. 

(~) Blass絡l111I((et al.) ..v a... 0∞¥.J.l::!l託子 κム恥弐ートe“Entwurf eines Gesetzes zur Legalisierung des Schwangerschafts. 
abbruchs und zur Sicherung von Mindeststandards fur Frauen zum Schwangerschaftsabbruch"， Bundestags-Drucksache 

12/898. 

(幻)Ch. Schenk縦l111I((et al.) ..v DE.:闘呂¥護e料、弐ートe“Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Entscheidungsfreiheit von 
Frauen beim Umgang mit ungewollten Schwangerschaften"， Bundestags-Drucksache 121696 

(認)υ凸 D¥υ∞:::>G1)話G“Entwurfeines Gesetzes zum Schutz des ungeborenen Lebens'¥Bundestags-Drucksache 1211178 

(忠)∞仏。 G1援e“Entwurf eines Gesetzes zum Schutz des werdenden Lebens durch F凸rderungeiner kinderfreundlichen 
Gesellschaft， durch rechtlich gewahrleistete Hilfen fur Familien und Schwangere sowie zur Sexualerziehung und zur Regelung 

des Schwangerschaftsabbruchs"， Bundestags-Drucksache 12/841. 

(2ED ~凸仏 G 1 )長e“Entwurf eines Gesetzes zum Schutz des werdenden lebens， zur Forderung 目前rkinderireundlichen 
Gesellschaft， fur Hilfen im Schwangerschaftskonflikt und zur Regelung des Schwangerschaftsabbruchs"， Bundestags. 

Drucksache 121551 

(お Wetting.Danielmei肝機l111I((et al.) G “Entwurf eines Gesetzes zum Schutz des vorgeburtlichen/werdenden Lebens， zur 

Forderung einer kinderfreundlicheren Gesellschaft， fur Hilfen im Schwangerschaftskonflikt und zur Regelung des Schwanger 

schaftsabbruchs"， Bundestags-Drucksache 1217 87 5 

(gs) Deutscher Bundestag， Plenarprotokoll 12/99 vom 25. 6.1992， C 8377 

(gj) や G{l~く同ω~~ t! ti ド-G ..v.;q ε千ノ持母判長 11 吐いm::1 1 平田 G' 坦世11l!i; G\剣士ぎ任(;;剖 4lîG単純 G -i-.!~(;;' 件起iL4吋

.c~ト収j ...Jエギ4J:i G 9;望銀IG -i-.! ~G' 県暖(;;祖母機!1兵士トQ~お主主 (;;-i-.!-Q G' 制6 !1出曝任事~(;;~*，(;;-i-.! 1号 G 剥$!J:(出雲室岡ゐ{~巡

里民窓:自)(Bundesgesetzblatt 1 p. 1398) 

(号) 1兵長11母<m::gjrn(;;jIl到来蝋鎚縁寺宇宣言宇完結 (Bundesgesetzblatt1. p. 1585) 
(~)総監F 窓't<当 W. Langer. Verfassungsvorgaben fur Rechtsprechungsgrunde， in: Juristische Rundschau 1993， p. 1 ss. 
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(
泣
)
参
照
、
特
に

k
p
F
R
u
g
5
5
ω
円『耳目口問

R
R
E宮
与
『
『

5
F目的昨日『『
5
Z
恒
三
号
昌
司
「

D
E
E
P
E一
5
5
E『
回
目
江
田
円
宮
巧

2
Z
E
S
ユロ

早川
WN-
匂

NEω
回
目
本
論
文
の
翻
訳
と
し
て
、
上
田
健
二
・
浅
田
和
茂
(
訳
)
、
試
験
台
に
立
つ
新
妊
娠
中
絶
刑
法
、
同
志
社
法
学
二
二
七
号
(
四

四
巻
一
二
号
)
一
一
一
一
頁
以
下
も
参
照
。

(
泊
)
一
九
九
三
年
五
月
二
八
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決

3
5島内回開巾印
2
N
Z
巳ニ
ENC)。
女
性
の
裁
判
官
を
含
む
五
人
が
多
数
意
見
を
構
成
し

た
。
一
人
の
裁
判
官
は
部
分
的
に
同
意
し
、
二
人
は
同
意
し
な
か
っ
た
。
全
体
の
判
断
、
即
ち
、
多
数
意
見
並
び
に
反
対
意
見
は
、
一
九
九
三

年
六
月
六
日
の
吉
コ

2
2
N巾
F
E
Z
-
ω
S
P
3
5官
官
で
発
表
さ
れ
た
。

(
泊
)
憲
法
訴
訟
に
関
与
し
て
い
た
弁
護
士
と
専
門
家
に
よ
る
、
憲
法
裁
判
所
判
決
に
対
す
る
最
初
の
反
応
は
、

-
P
R
H
R
Z

5
q
E
E
F『命的
N2仲
良
『
『
広
三
島
『
の
市
田
市
門

N岡市
E
Z
E品目山市内
Z
2
5
2
n
z
p
の
同

¥
E
S
の
特
別
版
で
発
表
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
よ
り
詳
し
く
は
上
記
7
と
9
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。
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ドイツにおける妊娠中絶法の改革

表妊娠中絶の規制に関する基本モデル

(A) (8) (C) (D) (E) 

完全な 第三者の評価に基づく 葛藤を志向する対話モ 自己決定に基づく 禁止の

禁止 禁止/許容モデル デル 期限モデル 不存在

“pro-life" 中間のコース “pro-choice" 

エジプト 日本 ベルギー オーストリア 中国の

イラク (ワ) プルガリア(?) デンマーク P R 
アイルランド チェコスロノてキア (? ) 
アラプ首長国連邦 イギリス/ウエールズ ドイツ民主共和国

(1992年まで)

フィンランド フランス ギリシャ

ドイツ連邦共和国 ドイツ (1993年以来) スウェーデン

(1992年まで) ソ逮

ハンガリー イタリア ユーゴスラピア

ポルトガル ルクセンプルク(ワ)

ルーマニア ノyレウェー チュニジア

スペイン トルコ

スイス(ワ) イスラエル アメリカ合衆国

メキシコ(?) 

アルゼンチン

プラジル

コスタリカ

エクアドル

ベルー

ウルグアイ(ワ)

アルジエリア

ガーナ(?) 

ヨルダン

クウエート

レノてノン

リビア

モロッコ

オーマン

カタール

ザンピア

セネガJレ

南77リカ

南ナイジエリア

スーダン

シリア

オーストラリア

台湾

インド

北法44(6・363)1775



表2:法的規制モデルとの関連での妊娠中絶発生率

国/年

非常に制限的

ベルギー(1985)* 
アイルランド(1987)

スペイン(1987)

やや制限的

ドイツ連邦共和国(1987)

イギリス/ウエールズ(1987)

フィンランド(1987)

イスラエル(1987)

スイス

ハンガリー

かなり許容的

ブルガリア(1987)* 
フランス(1987)

イタリア(1987)

オランダ(1986)

ノルウェー(1987)

ポーランド(1987)

許容的

チェコスロパキア (1987)

デンマーク(1987)

ドイツ民主共和国(1984)

ユーゴスラピア (1984)

スゥエーデン(1987)

トルコ(1987)

* その聞に法律が変更された。
** 推定。

妊娠中絶の実数値(FN)又は

最小値(MN)

15.900(M N) 

3.700(M N) 

63.900(F N) * * 

175.000(F N) * * 
156.200 (F N) 

13.000( F N) 

15.500(M N) 

13.500(F N) * * 
84.500(F N) 

119.000(F N) 

161.000(M N) 

191. 500 (M N) 

18.300(F N) 

15.400(F N) 

122.600(M N) 

156.000(F N) 

20.800(F N) 

96.200(F N) 

358.300( F N) 

34.700(F N) 

531.400 (F N) 

講演

妊娠中絶発生率

(パーセンテージ)

>12，2 

>5.9 

(12，5) 

(23，2) 

18，6 

18.0 

>13.5 

(15) 

40，2 

50，7 

>17.3 

>25，7 

9.0 

22，2 

>16，8 

42.2 

27，0 

29，7 

48，8 

24，9 

26 

データの出所 :H叩shaw/Morr.雌'.Incduced Abortion: A World Review， 1990 

北法44(6・364)1776 



[
訳
者
あ
と
が
き
]

本
稿
は
、

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
教
授
、

マ
y

ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ク
外
国
刑
法
・
国
際
刑
法
研
究
所
所
長
の
ア
ル
ピ
ン
・
エ

l
ザ

l
博
士

(3・0
同
市
目
的
。
『
ロ
『
・

0
『
-
F・
円
〉
F
E
Z
回以山

E
F
富
。
・
』
)
が
、

一
九
九
三
年
九
月
九
日
、
北
海
道
大
学
法
学
部
で
な
さ
れ
た
講
演
ε
〉

g
s
s

円
、
回
耳
目
耐
え
ミ
呂
田
ロ
の
巾
『
呂
田
口
】
二
ロ
百
円
巾
「

E
g
g
-
g自
宮
Z
Z
2
3
2宮
2
2巾
ョ
の
翻
訳
で
あ
る
。

本
講
演
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
「
妊
婦
及
び
家
族
援
助
法
」
に
よ
る
改
正
後
の
ド
イ
ツ
刑
法
に
つ
い
て
は
、
上
田
健
二
・
浅
田
和
茂
訳
、

[
ド
イ
ツ
堕
胎
]
刑
法
規
定
の
対
照
表
(
抄
訳
)
、
同
志
社
法
学
二
二
七
号
(
四
四
巻
三
号
)
一
六
二
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
一

九
九
三
年
五
月
二
八
日
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
に
つ
い
て
は
、
堀
内
捷
三
、
人
工
中
絶
・
揺
れ
動
く
ド
イ
ツ
の
堕
胎
罪
、
法
学
セ

ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
第
二
次

妊
娠
中
絶
判
決
に
つ
い
て
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

O
三
四
号
(
一
九
九
三
年
十
一
月
十
五
日
号
)
六
人
頁
以
下
、
及
び
、
上
田
健
二
、
ド
イ
ツ
連

ミ
ナ

l
四
六
四
号
(
一
九
九
三
年
八
月
号
)
二
二
頁
以
下
、

レ
ン
ツ

カ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
、

邦
憲
法
裁
判
所
新
妊
娠
中
絶
刑
法
違
憲
判
決
の
理
論
的
分
析
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
同
号
七
三
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ドイツにおける妊娠中絶法の改革
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